
平成１９年度 社団法人福岡県少年補導員連絡協議会事業計画書

１ 運営の基本方針等

（１）基本方針

社団法人福岡県少年補導員連絡協議会（以下「本協議会」という。）は、本協議会

定款（以下「定款」という。）第３条に基づき、深刻化する少年非行に対処するため、

各種事業活動を展開し、もって非行を起こさせない社会作りと地域の少年は地域で守

り育てるという気運の醸成を目的とした運営を行う。

（２）事業

本協議会は、定款第４条に基づき以下の事業を行う。

ア 少年補導員等に対する研修

イ 少年補導員等に対する表彰

ウ 少年補導員等により組織された団体との連携に関する事業

エ 少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発

オ 少年の社会参加活動及びスポーツ活動の促進

カ 少年の非行防止及び健全育成に関する書籍等の出版

キ 少年の非行防止及び健全育成に関する調査研究

ク その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

（３）平成１９年度重点推進事項

本協議会は

○ 少年の非行防止及び犯罪被害等の未然防止

○ 地域ぐるみの少年の非行防止・健全育成を阻害する環境の浄化

を重点に事業を推進する。

２ 平成１９年度の重点事業

（１）事業内容

ア 少年補導員等に対する研修

各地域で活動している地域のボランティアの牽引役としての役割を少年補導員が

担うため、少年補導員の意識改革及びスキルアップを目的とする研修を年６回（１

回１２０名程度）するなどボランティアリーダー育成事業を実施する。

イ 少年補導員等に対する表彰

少年補導員として長年、少年の非行防止と健全育成に寄与した者を表彰するとと

もに、表彰後もなお継続的かつ積極的に活動し、一定の条件を満たしている者を九

州少年補導員協会や社団法人全国少年警察ボランティア協会への表彰候補者として

推薦する。

ウ 少年補導員等により組織された団体との連携に関する事業

（ア）警察署連絡会との連携

ａ 街頭補導活動事業

現在、毎月第２・第４金曜日に実施されている「県下一斉クリーンアップ街頭

補導作戦」、及び毎月第３水曜日に実施中の「少年を守る日」を始めとする各種

街頭補導活動の連絡、調整を図るとともに少年の安全を守る活動の充実強化を図

る。



ｂ 街頭補導支援活動事業

積極的に活動を展開している少年補導員の安全確保と顕示効果を高めるための

資機材等を配付し、より効果的に街頭補導活動が活性化できるように支援する。

（イ）各種大会

毎年１回、福岡県少年指導委員連絡協議会と共同で開催する非行防止大会に関

する企画及び連絡調整を図る。

エ 少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発

ホームページにより少年非行情勢と少年補導員の活動状況を掲載し、少年非行の

実態と少年補導員の活動を広報するとともに、少年補導員の活動に賛同する団体の

参加を呼びかける。

オ 少年の社会参加活動及びスポーツ活動の促進

（ア）少年柔道剣道合宿研修支援

警察本部少年課が毎年開催する「少年柔道剣道合宿研修」を支援する。

（イ）居場所づくり活動

少年補導員を活用し非行に走っている少年等に社会参加活動を実施し再び非行

に走らせない居場所づくりを支援する。

カ 少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発事業

毎年１回、年間の非行情勢をまとめた機関紙「啐啄」を発行するとともに、四半

期ごとに少年の健全育成に携わる人々の活動状況等をまとめた広報誌「ボランティ

アだより」、社団法人全国少年警察ボランティア協会が発行する機関紙「みちびき」

を配付する。

キ 少年の非行防止及び健全育成に関する調査研究

県青少年課から委託された有害図書類等自動販売機等追跡調査業務を各警察署連

絡会に分担し、調査結果を取りまとめ報告するとともに県警少年課を通じ各警察署

に状況を連絡する。

ク その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

（ア）福岡県青少年万引防止連絡協議会活動

万引等の少年非行を未然に防止して、少年の健全育成に寄与する業界団体の事

務局と総会、研修会等を企画・調整するとともに万引防止キャンペーンや万引防

止広報ポスターの募集を行う。

（イ）販売証明シール販売事業

万引防止対策の一策として、書籍販売店が販売した書籍に「販売証明シール」

を貼り、販売したことを証明するシールを販売する。

（ウ）少年警察ボランティア、老人クラブによる店内パトロール万引き防止事業

少年非行プロジェクト事業を実施しているモデル地区（１７警察署）において

少年警察ボランティア、福岡県・福岡市・北九州市老人クラブが協働し、福岡県

青少年万引防止連絡協議会に加盟する店舗内、敷地内等のパトロール等を実施し、

万引き防止を図る。


